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は じ め に 
 

 本市は、平成１３年に「大野市男女共同参画プラ

ン」を策定し、平成１８年に「大野市男女共同参画

推進条例」を制定しました。また、平成２３年には

第２次プランを策定し、男女共同参画社会の実現に

向けて各種事業を展開してまいりました。 

 しかしながら、固定的な性別役割分担意識による

社会慣習やしきたりが未だに根付いていることを

はじめ、政策・方針過程への参画に女性が少ない事

や家事の分担をめぐる男女間の認識の違いがある

など課題が残されています。 

このため、引き続き職場や学校、地域などにおい

て、男女共同参画の視点に立った意識の浸透や環境

の整備が求められます。 

 国においては、平成１１年の男女共同参画社会基本法の施行から今日まで、育

児・介護休業法や男女雇用機会均等法の改正、女性活躍推進法の施行など、働く

女性を取り巻く環境が整備されてきている中で、令和２年１２月に第５次男女共

同参画基本計画が閣議決定され男女共同参画社会の形成の促進を図ることとし

ています。 

 こうした状況を踏まえ、本市において、女性の労働環境づくりや男女がともに

担う育児と介護の環境整備など、さらなる取り組みを進めるために「第３次大野

市男女共同参画プラン」を策定いたしました。 

 男女共同参画社会の実現を目指し、本プランの推進によって、第六次大野市総

合計画の基本目標の一つ「みんなでつながり地域が生き生きと輝くまち」となる

よう取り組んでまいりますので、より一層の御理解と御協力をお願い申し上げま

す。 

 結びに、本プランの策定に当たりまして、貴重な御意見や御提案をいただきま

した大野市男女共同参画推進委員の皆様をはじめ、御協力賜りました市民や事業

所の皆様に心より感謝申し上げます。 

  

 

 令和３年３月 
大野市長 
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第１章 プランの策定にあたって 
 
１ プランの趣旨 
 平成１１年６月に男女共同参画社会基本法が施行され、男女共同参画社会の実現が 
２１世紀の我が国における最重要課題の一つとして位置付けられました。 

本市では、平成１３年３月に「大野市男女共同参画プラン」を策定し、男女共同参画

社会の実現に向けた取り組みを開始しました。平成２３年３月には「第２次大野市男女

共同参画プラン」、平成２９年２月には「女性の職業生活における活躍についての推進

計画」を包含した「第２次大野市男女共同参画プラン改訂版」を策定し、男女共同参画

社会の実現に向けた各種施策を推進してきました。 
第２次プランの計画期間が令和２年度で終了するため、第２次プランの達成状況や

SDGｓ（持続可能な開発目標）の考え方を取り入れながら、人口減少が進む社会の中で

女性が積極的に参画できる社会を実現するため「第３次大野市男女共同参画プラン」を

策定します。 
  
２ プランの基本目標 
 本プランは、男女共同参画社会の実現を目指して、大野市男女共同参画推進条例第３

条の基本理念を踏まえ、三つの基本目標を掲げます。 
 
（１） みんなの個性が発揮され多様性に富んだ元気な社会づくり 
（２） だれもが生き生きと暮らせる地域づくり 
（３） 差別のない社会環境づくり 
 
大野市男女共同参画推進条例より抜粋 
（基本理念） 
第３条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。 
(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを

受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること、その他の

男女の人権が尊重されることを旨として行われること。 
(2) 社会における制度又は慣行が、男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影

響をできる限り中立なものとするよう配慮されること。 
(3) 市における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に、男女が共同して

参画する機会が確保されること。 
(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護

その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、

かつ、当該活動以外の活動を行うことができるよう配慮されること。 
(5) 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有して

いることにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われるよう

配慮されること。 
(6) 男女共同参画社会の形成に当たっては、男女が共に活動するあらゆる機会におい

て、互いに等しく責任を担わなければならないこと。 
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３ プランの位置付け 
 本プランは、大野市男女共同参画推進条例第９条に基づく基本計画であり、かつ、「第

六次大野市総合計画」や関連諸計画との整合性を図った計画です。第六次大野市総合計

画前期基本計画では、地域づくり分野の基本目標「みんなでつながり地域が生き生きと

輝くまち」において「男女共同参画社会の推進」を掲げています。 
 本プランは、男女共同参画社会基本法第１４条第３項に規定される「市町村男女共同

参画計画」です。 
本プランの「基本目標Ⅰ みんなの個性が発揮され多様性に富んだ元気な社会づくり 

重点施策１ あらゆる分野における女性の参画拡大」は、女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律第６条第２項に規定される「市町村推進計画」です。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈大野市の最上位計画〉 

第六次大野市総合計画（令和３年度～令和１２年度） 
 

将来像「人がつながり地域がつながる 住み続けたい結のまち」 

基本構想 
 

基本計画 【前期・後期】 

第３次大野市男女共同参画プラン 

 

女性活躍推進法（※１）に基づく 

推進計画 

 
〈関連諸計画〉 

○第２期大野市総合戦略 

○大野市特定事業主行動計画 

○第２期大野市子ども・子育て 

支援事業計画 

○第四次大野市地域福祉計画 

○越前おおの高齢者福祉計画・ 

第８期介護保険事業計画 など 
 

連携・整合 

※１…女性の職業生活における活躍の推進 
に関する法律 
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大野市男女共同参画推進条例より抜粋 
（基本計画） 
第９条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、

男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定し

なければならない。 
 
 
男女共同参画社会基本法より抜粋 
（都道府県男女共同参画計画等） 
第１４条 
３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該

市町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本

的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努めなければ

ならない。 
 
 
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 
（都道府県推進計画等） 
第６条 
２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都

道府県推進計画）を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における

活躍の推進に関する施策についての計画（次項において「市町村推進計画」という。）

を定めるよう努めるものとする。 
 
 
４ プランの期間 
 本プランの推進期間は、令和３年度（２０２１年度）から１２年度（２０３０年度）

までの１０年間とします。 
 ただし、社会状況の変化に対応し、適切な施策の推進を図るため、必要に応じて見直

しを行います。 
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第２章 男女共同参画社会の実現に向けた動きと本市の現状と課題 
 
１ 男女共同参画社会の実現に向けた動き 
（１）世界の動き 
 平成２７年９月の国連サミットにおいて、「持続可能な開発のための２０３０アジェ

ンダ」が採択され、１７の目標と１６９のターゲットから構成された「ＳＤＧｓ（持続

可能な開発目標）」が掲げられました。１７の目標の中には「目標５．ジェンダー平等

を実現しよう」をはじめ、「目標３．すべての人に健康と福祉を」、「目標１０．人や国

の不平等をなくそう」など、本プランに関係が深い目標が盛り込まれています。 
 このような中、国際社会における諸外国の男女共同参画の推進のスピードは速く、例

えば、世界経済フォーラムが公表した「ジェンダー・ギャップ指数２０２０」では、日

本は１５３か国中１２１位となっています。グローバル化が進む中、ジェンダー（※２）

平等への取り組みは、世界的な人材獲得など、日本経済の成長力にも関わるため、男女

共同参画に強力に取り組む必要があります。 
 
本プランではＳＤＧｓのうち、関連する１・３・４・５・８・１０・１６の達成に 
貢献し、ＳＤＧｓの掲げる持続可能な社会の実現を目指します。 

 
 
 
 
 
※２…「女らしさ」「男らしさ」や「女の役割」「男の役割」など、社会的・文化的に形成され

た性別のこと。 
 
（２）国や県の動き 
 国においては、平成１１年６月に「男女共同参画社会基本法」が、平成２７年８月に

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が施行されています。 
また、令和２年１１月に国の諮問機関である男女共同参画会議が、内閣総理大臣に答

申した「第５次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方」に基づき、同

年１２月に「第５次男女共同参画基本計画」が策定されました。 
福井県においては、平成２９年３月に策定された「第３次福井県男女共同参画計画」

や、令和２年７月に策定された「福井県長期ビジョン」に基づき、男女共同参画社会の

実現を目指し、施策が推進されています。 
  
２ 本市の現状と課題 
（１）人口の状況 

国は、少子化に歯止めをかけ、地方を創生し、人口減少と地域経済の縮小を克服する

ことを目指しています。 
本市においても、人口減少や少子化・高齢化問題は重要な課題と認識しており、議会
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をはじめ、産、官、学、金融機関、労働団体、メディア、女性、若者、高齢者など各界

各層の方々との連携の下、平成２７年１０月に「大野市人口ビジョン・大野市総合戦略」

を策定し、さまざまな観点から施策に取り組んできました。 
そして、これまでの取り組みによる成果と課題をもとに「大野市人口ビジョン（令和

２年度改訂版）・第２期大野市総合戦略」を令和３年２月に策定し、さらなる人口減少

対策や地方創生に戦略的に取り組んでいきます。 
 
図１ 大野市の年齢３区分別人口の推移【０～１４歳、１５歳～６４歳、６５歳以上】 

（昭和５５年～平成２７年：国勢調査、令和２年：住民基本台帳） 

 
 

（２）政策・方針決定過程への女性の参画 
本市の管理職に占める女性の割合は、令和２年４月１日時点で１５．６%となってお

り、第２次プランの目標値である１５％を達成しています。 
一方、市の政策及び事業評価などに対する意見や提案を行う審議会などの女性委員の

参画率は、令和２年４月１日現在の実績が２１．４％であり、第２次プランの数値目標

である３０％には達していません。（図２参照） 
 あらゆる分野において女性の参画を拡大していくうえで、市の政策・方針決定過程に

女性が参画することは、極めて重要であるため、参画拡大に向けて引き続き取り組む必

要があります。 
 
図２ 大野市の審議会などにおける女性委員の参画率推移 
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（３）女性の就労とワーク・ライフ・バランス 
 本市の女性の年齢階級別労働力人口の割合は、全国と比較すると高い水準にあり、結

婚・出産期の年代である３０代においても高い労働力を維持しています。平成２７年国

勢調査をみると、本市の女性の労働力は、２５歳～２９歳が８５．６％であり、３０歳

～３４歳で８３．６％と若干減少しているものの、３５歳～３９歳は８７．１％、また

４０歳～４４歳は９０．８％と非常に高い労働力を示しています。全国の数値と本市の

数値を、３０歳から４４歳までの出産・子育て期の期間において比較すると、本市の女

性労働力の数値が約２０ポイント高くなっています。（図３参照） 
 福井県は全国と比較して夫婦の共働き率が高く、本市においても多くの女性が就労し

ています。平成２７年国勢調査によると、就労している女性のうち正社員の割合は、全

国が４５．５％に対し、本市は５６．９％と、約１１ポイント高くなっています。しか

しながら、男性については正社員の割合は８４．５％となっており、女性の割合と比較

すると約２８ポイントの差があります。（図４参照） 
また、被雇用者のうち、管理的職業従事者に占める女性の割合（平成２７年国勢調査）

は、全国平均が１６．４％であるのに対し、本市は１４．３％となっており、引き続き

男女間格差是正に向けた取組みが必要です。（図５参照） 
 

 図３ 女性の年齢階級別労働力人口の割合（平成２７年国勢調査）  
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図４ 男女の雇用形態（平成２７年国勢調査） 

 
 
 
 図５ 管理的職業従事者の男女比率（平成２７年国勢調査） 
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 共働き世帯が多い本市において、家庭内における仕事をどちらかに偏ることなく分担

し、仕事と生活の調和、いわゆるワーク・ライフ・バランスを保つことが、男女共同参

画社会の推進にとって非常に重要です。 
 「男性対象アンケート」における家事の役割については、炊事は約８割、洗濯は約７

割、掃除は約６割が「主に女性」と回答しているのに対し、「女性対象アンケート」で

は、炊事、洗濯は約９割、掃除は約８割が「主に女性」と回答しています。二つのアン

ケートの実施方法は異なりますが、家事の分担をめぐり、男女間の認識に違いがあるこ

とがうかがえます。（図６参照） 
女性に偏っている家事の負担を解消するには、この認識の違いをお互いが理解した上

で家事を分担する必要があります。 
 

図６ アンケートの結果（※３） 
    家庭における家事の役割（炊事、洗濯、掃除はだれがしているか） 

 
 ※３…平成２７年のアンケート及び令和２年の男性対象アンケートは対象者を無作為で抽出

し、令和２年の女性対象アンケートと実施方法が異なる。（令和２年女性対象アンケー

トの実施方法については３０ページ参照） 
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仕事における悩みや不安などについては、男女とも「給与水準」の回答が最も多くあ

りましたが、２番目に多かったのは、男性が「上司や同僚との人間関係」であったのに

対して、女性は「仕事と家事の両立が難しい」という回答であり、仕事と生活のバラン

スが取れていないと感じる女性が、男性より多いということがうかがえます。 
 これらの結果から、働き方改革の推進や男性の家事への参加促進に取り組み、働く女

性の家事に対する負担軽減を図り、ワーク・ライフ・バランスの実現を目指す必要があ

ります。（図７参照） 
 

図７ アンケートの結果 
    仕事における悩みや不安 
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（４）市民の意識 
 職場における男女の地位の平等感について、「男性対象アンケート」では約半数が、

「女性対象アンケート」では、約３３％の人が「平等」と感じていますが、社会通念、

習慣、しきたりにおける男女の地位の平等感については、「男性対象アンケート」では

約５２％、「女性対象アンケート」では５７％の人が男性が優遇されていると感じてお

り、依然として固定的な性別役割分担意識が根強く存在しているといえます。引き続き

職場や地域、学校などにおいての男女共同参画の視点に立った意識の浸透や環境の整備

が求められています。（図８参照） 
 
図８ アンケートの結果（※３） 

職場、社会通念、慣習、しきたりにおける男女の地位 

 
※３…平成２７年のアンケート及び令和２年の男性対象アンケートは対象者を無作為で抽出

し、令和２年の女性対象アンケートと実施方法が異なる。（令和２年女性対象アンケー

トの実施方法については３０ページ参照） 
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第３章 プランの内容 
 
１ プランの体系 

基本 
目標 

重点施策 施策の方向 
SDGs 
目標 

Ⅰ 

み
ん
な
の
個
性
が
発
揮
さ
れ
多
様
性
に
富
ん
だ 

元
気
な
社
会
づ
く
り 

１ あらゆる分野

における女性の

参画拡大 
（女性活躍推進法

に基づく推進計

画） 

（１）政策・方針決定過程における女性の参画

拡大 

 

（２）能力の開発・発揮の支援 

（３）女性の労働環境づくり 

（４）地方創生に必要な男女共同参画の推進 

２ ワーク・ライ

フ・バランスの実

現の環境づくり 

（１）男女がともに働くための環境整備 

（２）男女がともに担う育児と介護の環境整備 

Ⅱ 
だ
れ
も
が
生
き
生
き
と
暮
ら
せ
る
地
域 

づ
く
り 

１ 生涯健康で安

心して暮らせる

社会づくり 

（１）女性の健康支援 
 

（２）貧困による生活困難者や、高齢者、障がい

者などが安心して暮らせる環境整備 

２ 安全に暮らせ

る地域づくり 

（１）快適で安全に暮らすための環境整備 

（２）あらゆる暴力の根絶 

Ⅲ 

差
別
の
な
い 

社
会
環
境
づ
く
り 

１ 性別役割分担

意識の払拭 

（１）男女共同参画教育の充実 
 

（２）男女の人権尊重と啓発の展開 
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２ 施策の展開 
 
  基本目標 Ⅰ みんなの個性が発揮され多様性に富んだ元気な社会づくり 
 
 男女共同参画社会の実現には、男女が社会における対等な構成員として、自らの意思

によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されることが重要で

す。多様な人材の能力を活用し、多様な視点、新たな発想を取り入れることは、活力あ

る社会の創造にもつながります。そのため、女性の政策・方針決定過程への参画はこれ

からの社会づくりやまちづくりに大変重要な意味を持っています。 
 現在、大野市役所の女性管理職や審議会、委員会などにおける女性の割合は低い状況

にあります。また、自治会の会長においても女性の割合が極めて低い状況にあることか

ら女性自身の意欲や能力を高めるため、引き続き女性リーダーの育成に取り組みます。 
 また、人口減少が進行する現代社会において、働く人が性別に関わりなくその能力を

発揮できる社会づくりが必要です。 
「女性対象アンケート」では、女性が活躍できる職場環境を作るために必要なことに

ついて、４４．７％の女性が「育児休業や介護休業などの両立支援制度の充実」と回答

しており、育児や介護と仕事の両立支援制度の充実や職場の理解を深めていくことが必

要と考えられます。その他に「働き方に関する制度を活用しやすい雰囲気」と回答した

女性は２８．０％であり、育児休業や介護休業の取得促進などの職場環境の整備や働き

方改革の推進に取り組みます。 
さらに、女性が仕事や家庭生活、地域生活などバランスを取って参画できるよう、保

育や介護の支援を充実させ、女性の負担軽減を図ります。 
  
 
重点施策 １ あらゆる分野における女性の参画拡大 
 施策の方向（１）政策・方針決定過程における女性の参画拡大 

施策の内容 実施事業 担当課 
市女性職員の

採用及び登用

の推進 

計画的な人材育成や登

用などの推進 
〇男性向けの仕事、女性向けの

仕事といった固定観念にとらわ

れず、女性職員を多様なポスト

へ積極的に配置 
〇企画主査や課長補佐などの各

役職段階においてタレントプー

ル（※４）を念頭においた人材育

成 

総務課 
 

女性管理職などへの登

用の推進 
〇多様な職務機会の付与と研修

の実施 
〇管理職を対象にした意識改革

研修の実施 

総務課 

 ※４…潜在する優秀な人材をデータベースとして管理すること。 
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施策の内容 実施事業 担当課 
委員数などの

男女均等の促

進 

市の審議会委員などへ

の積極的な女性登用の

推進や女性委員ゼロの

審議会などの解消 

〇委員の選出団体に対して、積

極的な女性委員の推薦を依頼 
〇女性委員のいない審議会など

に対する女性登用の働きかけ 
〇委員公募制度の活用（女性枠

確保の検討） 

総務課 
全部局 

 
施策の方向（２）能力の開発・発揮の支援 

施策の内容 実施事業 担当課 
人材育成の 
推進 

職場における女性リー

ダーの育成 
〇働く女性のキャリアアップな

どの講座や研修の情報を広報お

おのや市ホームページなどに掲

載 
〇県や商工会議所などの関係機

関や団体と連携した啓発活動の

実施 

産業政策課 

地域における女性リー

ダーの育成 
〇様々な分野で活躍する女性リ

ーダーを招へいし、講座やワー

クショップを開催 
〇女性活躍をテーマとした講演

会の開催 

総務課 
生涯学習・ 
文化財保護課 

研修会への参加支援や

学習会開催情報の提供 
〇市ホームページなどへの掲載 
〇公民館を活用した広報の実施 

生涯学習・ 
文化財保護課 

大野男女共同参画ネッ

トワーク加入団体に向

けた支援の継続や協働

事業の実施 

〇大野男女共同参画ネットワー

ク加入団体の活動を通した連絡

と提携の強化 
〇大野男女共同参画ネットワー

クによる市民学習会を通した意

識啓発の実施 

総務課 
生涯学習・ 
文化財保護課 

 
 施策の方向（３）女性の労働環境づくり 

施策の内容 実施事業 担当課 
女性起業家 
の支援 

経営共同参画のための

情報の提供 
〇女性の経営能力向上のための

セミナー情報を広報おおのや市

ホームページなどに掲載 
〇県や商工会議所などの関係機

関や団体と連携した啓発活動の

実施 

産業政策課 
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施策の内容 実施事業 担当課 
女性起業家 
の支援 

女性起業家の運営する

事業や取組みに対する

支援 

〇起業家・経営者支援事業の実

施による店舗改修経費の支援 
〇県や商工会議所などの関係機

関や団体と連携した新規事業の

立ち上げのサポートやフォロー

アップの実施 

産業政策課 

賃金格差の 
解消 

男女間の賃金格差の是

正の推進 
〇県や商工会議所などの関係機

関や団体と連携した啓発活動の

実施 

産業政策課 

再就職に関 
する支援 

新型コロナウィルス感

染症拡大のような非常

時の影響や子育て、介護

などで離職した人に対

する再就職の支援 

〇福井労働局や商工会議所など

と連携した相談窓口の設置 
産業政策課 

   
施策の方向（４）地方創生に必要な男女共同参画の推進 

施策の内容 実施事業 担当課 
地域における

女性活躍の推

進 

各団体における会長や

役員などへの参画の推

進 

〇啓発用パンフレットの配布や

学習会の開催 
全部局 

男性の固定的

役割分担意識

の解消 

男女共同参画社会の実

現に向けた男性に対す

る啓発活動の強化 

〇イクメンやイクボスなど男性

の意識改革をテーマとした講座

の開催 

総務課 
生涯学習・ 
文化財保護課 

女性と農業の

関わりの推進 
女性が気軽に農業に関

わることができる環境

の整備 

〇農林産物の栽培講座や農業体

験など気軽に農業に触れ合うこ

とができる環境の整備 
〇道の駅直売所や朝市などへの

農林産物の出荷、越前おおの農

林樂舎が実施する野菜の集荷販

売事業の促進 
〇農業の６次産業化の推進 
〇家族経営協定の締結促進 

農業林業振興課
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重点施策 ２ ワーク・ライフ・バランスの実現の環境づくり 
 施策の方向（１）男女がともに働くための環境整備 

施策の内容 実施事業 担当課 
労働環境の 
改善 

ワーク・ライフ・バラン

スの実現に向けた働き

方改革の推進 

〇働き方改革に取り組んでいる

事業所の情報を広報おおのや市

ホームページなどに掲載 
〇県や商工会議所などの関係機

関や団体と連携した啓発活動の

実施 

産業政策課 

労働関連の法令尊守の

推進 
〇労働基準法や男女雇用機会均

等法などの労働関連法令の遵守

に関する情報を広報おおのや市

ホームページなどに掲載 
〇県や商工会議所などの関係機

関や団体と連携した啓発活動の

実施 

産業政策課 

ポジティブ 
アクション 
（※５）の 
推進による 
男女格差の 
是正 

事業所などにおける女

性管理職の登用促進 
〇女性の登用促進に関する情報

を広報おおのや市ホームページ

に掲載 
〇県や商工会議所などの関係機

関や団体と連携した啓発活動の

実施 

産業政策課 

男性の家事 
や育児への 
参画促進 

男性を対象とした家事

や育児に関する啓発 
〇児童や生徒と保護者との親子

のふれあい講座の開催 
〇料理教室や家庭教育講座の開

催 

健康長寿課 
生涯学習・ 
文化財保護課 

出産や育児を夫婦が協

力して取り組むための

啓発 

〇医療機関が実施する両親学級

への参加状況や妊娠、育児中の

周囲の協力状況についての確認

や、個々の面談などを通じてき

め細かな支援の実施 

健康長寿課 

育児休業や介護休業を

利用しやすい職場環境

の整備 

〇県や商工会議所などの関係機

関や団体と連携した啓発活動の

実施 

産業政策課 

 ※５…社会的・構造的な差別によって不利益を被っている者に対して、一定の範囲で特別の機

会を提供することにより、実質的な機会均等を実現することを目的として講じる暫定

的な措置。 
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施策の内容 実施事業 担当課 
女性の視点 
から見る男 
女共同参画 

アンケート調査の実施 〇市民を対象に、大野市のイメ

ージや課題、活性化策などにつ

いてのアンケートの実施 

政策推進課 
総務課 
 

若い女性の意見の徴集 〇子育て支援策などについて、

若い女性の視点による意見を聴

く会の開催 

総務課 
こども支援課 

  
 施策の方向（２）男女がともに担う育児と介護の環境整備 

施策の内容 実施事業 担当課 
子育て支援 
の充実 

男女がともに担う家事

や子育ての促進 
〇男女の育児や家事の参画促進

を目的とした講座の開催 
総務課 
こども支援課 

男女の育児休業取得の

促進 
〇育児休業の取得に協力する事

業所に対する支援 
〇県や商工会議所などの関係機

関や団体と連携した啓発活動の

実施 

産業政策課 

保育サービスの充実 〇一時預かりや病児デイケア事

業、「すみずみ子育てサポー

ト」など、保護者のニーズに対

応した事業の実施 

こども支援課 

育児相談の体制の充実 〇子育て支援センターや保健セ

ンターなどの関係機関と連携し

た相談会の実施 

健康長寿課 
こども支援課 

介護支援の 
充実 

女性の介護負担の軽減 〇介護保険制度などの周知と適

正なサービスの利用促進 
〇ケアマネジャーを通じた家族

員による役割分担の促進 

健康長寿課 

介護予防事業の充実化 〇フレイル予防や高齢者の健康

づくり講座の実施 
〇住民主体の通いの場や健康サ

ポ－タ－の活動促進 

健康長寿課 
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  基本目標 Ⅱ だれもが生き生きと暮らせる地域づくり 
 
 性別や年齢、国籍などの違いや障がいの有無に関わらず、だれもが生き生きと暮らし

ていくためには、男女が生涯にわたって心身ともに健康を維持することができ、自立し

た社会生活や家庭生活の活動ができる環境づくりが必要です。 
そのために、生活困窮者やひとり親家庭、高齢者、障がい者、外国人などが安心して

自立した日常生活や社会生活を送れるよう支援し、だれもが安心して暮らせる社会を目

指す必要があります。 
近年では大震災や豪雨災害などの自然災害が全国で頻発しており、今後も大規模災害

の発生が想定される中で、避難所での生活をはじめとして、災害時ではいろいろな場面

で、男女双方の視点に配慮する必要があることから、防災体制における女性の参画を推

進します。 
また、DV やハラスメント行為などの重大な人権侵害行為の防止に努めるための広報

や啓発活動などを実施するとともに、相談体制の強化を図ります。 
 
 

重点施策 １ 生涯健康で安心して暮らせる社会づくり 
 施策の方向（１）女性の健康支援 

施策の内容 実施事業 担当課 
妊娠・出産期

における健康

管理の支援と

健康の充実 

妊娠から産後における

相談や支援の充実 
〇母子健康手帳の交付や育児相

談会の開催 
健康長寿課 

安心して出産できる体

制の強化 
〇子育て包括支援センターにお

ける相談などの支援の実施 
〇妊産婦・乳児健康診査、新生児

聴覚検査の実施 
〇母乳外来費用の助成 
〇妊婦情報事前登録制度の整備 

健康長寿課 

男女の健康を

生涯にわたり

包括的に支援 

生涯を通じた健康支援

や性差に応じた健康支

援の充実 

〇育児相談会、母乳相談、幼児健

康診査における相談の実施 
〇福井県看護協会が実施する助

産師による女性の健康相談の周

知 
〇婦人がん検診、健康栄養相談、

歯科相談、歯科検診における性

差に応じた健康相談の実施 

健康長寿課 

生活習慣病予防のため

の特定健診受診の推進 
〇受診勧奨通知や広報おおのに

よる受診勧奨の実施 
市民生活・統計課 
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 施策の方向（２）貧困による生活困難者や高齢者、障がい者などが安心して暮らせる

環境整備 
施策の内容 実施事業 担当課 

生活困難者の

自立支援 
状態に応じたきめ細か

な福祉サービスの提供 
〇生活困窮者自立支援事業や生

活保護などによる自立支援 
福祉課 

ひとり親家庭

への自立支援 
母子・父子自立支援員に

よる相談や指導などの

支援 

〇ひとり親家庭の生活安定と自

立促進のための福祉サービス提

供や相談体制の強化 

こども支援課 

在宅福祉サー

ビスの充実 
相談体制を強化し、ニー

ズを的確に把握するこ

とによるきめ細かな在

宅サービスの提供 

〇障害福祉サービス事業や地域

生活支援事業の提供 
福祉課 

〇地域包括支援センターや在宅

介護支援センターでの相談支援

の実施と、適切な在宅福祉サ－

ビスの提供 

健康長寿課 

 
重点施策 ２ 安全に暮らせる地域づくり 
 施策の方向（１）快適で安全に暮らすための環境整備 

施策の内容 実施事業 担当課 
防災・防火・防

犯への女性参

画推進 

女性消防団員のさらな

る活躍 
〇結の故郷女性分団の活動の拡

充と高齢者世帯への防火訪問な

どの地域に密着した活動の実施 

消防本部 

自主防災組織の防災活

動における男女共同参

画の促進 

〇自主防災組織の防災訓練時な

どにおける女性の防災活動への

積極的な参加の要請 

防災防犯課 

女性や要配慮者の視点

に立った避難所の運営

体制の整備 

〇避難所における性犯罪防止や

プライバシーの確保など、運営

体制全般にわたり女性や要配慮

者が安心して避難生活を送るこ

とができる避難所運営 
〇女性消防団員と連携した避難

者支援体制の充実 

防災防犯課 
消防本部 
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 施策の方向（２）あらゆる暴力の根絶 
施策の内容 実施事業 担当課 

女性に対する

暴力など人権

侵害行為の根

絶 

民生委員・児童委員や地

域福祉関係者との連携

を図ることによる、ＤＶ

などの発見・通報支援体

制の強化 

〇支援申請者の住民票などの交

付制限 
市民生活・統計課 

〇民生委員・児童委員による見

守りと通報体制の強化並びに活

動の支援 

福祉課 

〇関係機関と連携し、学校での

児童や生徒の異常の早期発見 
教育総務課 

ＤＶの防止対

策 
ＤＶを未然に防ぐため

の啓発 
〇児童と女性については、家庭

児童相談員や母子・父子自立支

援員による支援とともに、児童

相談所や奥越健康福祉センター

などの関係機関と連携した相談

支援体制の強化 
〇障がい者については、障害者

相談支援センターや障がい者権

利擁護センターと連携した相談

支援体制の強化 

福祉課 
こども支援課 

〇高齢者・障害者虐待防止ネッ

トワーク会議や高齢者虐待防止

講演会などの開催 
〇地域包括支援センタ－と関係

機関が連携した相談支援体制の

強化 
〇介護者の状況把握体制整備に

よる介護負担への早期対応 

健康長寿課 

セクシャル・

ハラスメント

や性犯罪防止

対策 

セクシャル・ハラスメン

トなどの防止に向けた

啓発 

〇ふくい女性財団による地域連

携講座や教育連携講座を活用し

た周知 

総務課 
産業政策課 

性犯罪を未然に防ぐた

めの広報 
〇警察をはじめとする関係機関

と連携した広報や啓発活動の実

施 

総務課 

相談体制の強

化 
窓口設置による相談や

支援体制の強化 
〇総務課を窓口として関係機関

と連携し、市民からの相談に対

応 

総務課 
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  基本目標 Ⅲ 差別のない社会環境づくり 
  
 差別のない社会を形成していくためには、男女が互いにその人権を尊重しあう中で、

幼少期をはじめ、様々な世代で固定的な性別分担意識を植え付けず、男女が対等に生き

る意識づくりが大切です。次世代を担う子どもたちが、幼少期から男女共同参画につい

て学ぶ中で、思いやりやお互いを認め合う心を育みながら、男女が対等に生きる意識を

身に着けた大人に成長していくために、保育の中での人権教育や小、中学校における道

徳や各教科の授業などを通じての心の醸成を図るとともに、大人への人権教育に取り組

みます。 
併せて、さまざまな媒体での啓発活動を継続するとともに、生涯にわたる学習を通じ

て全ての世代における男女共同参画の理解の促進に取り組みます。 
  
 
重点施策 １ 性別役割分担意識の払拭 
 施策の方向（１）男女共同参画教育の充実 

施策の内容 実施事業 担当課 
男女平等を推

進する教育 
男女が対等に生きる意

識づくりや、家族と家庭

生活を大切にする教育

の取組 

〇道徳を中心とした各教科の授

業や学級活動、クラブ活動など

を通じての人権尊重の心情と態

度の育成 

教育総務課 

〇小、中学校の保護者に対する

子育て講座や家庭教育講座の開

催 

生涯学習・ 

文化財保護課 

男女共同参画

の視点に立っ

た進路指導 

性別にとらわれない進

路指導 

〇本人の希望や意思を尊重した

進路相談の実施 

教育総務課 

性別にとらわれない職

業意識の育成 

〇広い分野における職場体験学

習の実施などによる職業観の育

成 

教育総務課 

職員の意識深

化 
男女共同参画や人権教

育の推進 

〇全職員に対する研修会の実施 総務課 

〇保育士対象研修会での啓発活

動の実施 

こども支援課 

〇教職研修会での人権に関する

講演会の実施 

教育総務課 
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 施策の方向（２）男女の人権尊重と啓発の展開 
施策の内容 実施事業 担当課 

人権問題の啓

発 
女性や性的マイノリテ

ィ（ＬＧＢＴＱ）（※６）

などの人権問題に関す

る啓発 

〇公民館活動や地域行事を活用

した人権啓発、人権ビデオの放

映、イベントでのパネル展示の

実施 

〇保育所や児童センターでの人

権紙芝居などの実施 

総務課 

生涯学習・ 

文化財保護課 

広がりを持っ

た広報啓発 
メディアを通じた啓発

活動の強化 

〇広報おおのや新聞、テレビな

どを活用しての啓発活動の実施 

秘書広報室 

 

県や市の女性団体など

と連携した広報と啓発 

〇市ホームページなどを活用し

た県や女性団体などによる活動

情報に関する広報の実施 

総務課 

国際的視野の

育成 
男女共同参画に関わる

国際的な情報や取り組

みの情報収集と提供 

〇公民館と連携し、ＡＬＴを活

用した国際理解講座の実施 

教育総務課 

生涯学習・ 

文化財保護課 

 ※６…性のあり方が少数派の人々を広く表す総称。 
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第４章 プランの推進と数値目標 
 
１ 推進体制 
 人口減少、少子化及び高齢化が進行する中で、「みんなでつながり地域が生き生きと

輝くまち」をつくるために、男女共同参画社会の推進はますます重要となっています。 
 この推進には、市の業務全般において、全職員が一丸となって、大野市男女共同参画

推進条例の基本理念を念頭に、市の責務を果たさなければなりません。 
 そのため、庁内関係部局の一層の連携を図り、各施策の進捗状況を把握し、計画的に

推進していきます。 
 
２ 市民や事業者などとの連携 
 プランの推進に当たっては、市民や事業者と市の協力体制が重要であり、大野市男女

共同参画推進委員会や市民団体などとの連携を図ります。 
また、市民団体や企業などとのパートナーシップを推進し、事業の協働実施に取り組

みます。 
 
３ プランの進行管理 
 毎年度、プランの進捗状況について、大野市男女共同参画推進委員会に報告し、評価

と点検を行います。評価結果については、市ホームページなどを通じて公表します。 
 
４ 指標や数値目標の設定 
 プランに掲げる具体的施策については、数値目標や男女共同参画社会の進行状況を表

わすモニタリング指標を設定して、調査及び研究を行います。 
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５ 数値目標・モニタリング指標 

基本 
目標 

項目 
区分 数値 

数値目標・ 
モニタリング指標 

現状 
（令和２年度） 

目標 
（令和１２年度）  

Ⅰ 

審議会などへの女性の登用

率 
数値目標 ２１．４％ ３０％ 

市職員（※７）における役

職者に占める女性の比率

（課長補佐） 
数値目標 ３０．６％ ４０％ 

市職員（※７）における女

性管理職比率（課長級以上） 
数値目標 １５．６％ ２０％ 

女性が地域活動のリーダー

となっている自治会など

（※８）の比率 
数値目標 ５．９％ １０％ 

職場における男女の地位の

平等感 
モニタリング指標 

男性対象アンケート 
５０．５％ 

女性対象アンケート 
３３．１% 

－ 

管理的職業従事者に占める

女性の比率 
モニタリング指標 １４．６％ 

(平成２７年国勢調査) 
－ 

女性の雇用形態における正

社員の割合 
モニタリング指標 ５６．９％ 

(平成２７年国勢調査) 
－ 

市職員における男性の育児

休業、部分休業、育児短時

間勤務制度いずれかの取得

率 

数値目標 ０％ １３％ 

家庭における「炊事、洗濯、

掃除」の男女が同じ程度実

施する比率 
モニタリング指標 

男性対象アンケート 
９．２％ 

女性対象アンケート 
５．４% 

－ 

Ⅱ 
生活習慣病予防のための特

定健診受診率（大野市国民

健康保険加入者） 
数値目標 ４４．１％ 

(令和２年３月末時点) 
６０％ 

 ※７…消防職を除く。 
※８…自治会長、各種団体地区会長、保育所や学校の保護者会代表など。 
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基本 
目標 

項目 
区分 数値 

数値目標・ 
モニタリング指標 

現状 
（令和２年度） 

目標 
（令和１２年度）  

Ⅲ 

男女平等に対する関心があ

る人の比率 
モニタリング指標 

男性対象アンケート 
７３．５％ 

女性対象アンケート 
１２．１% 

－ 

社会通念、慣習、しきたり

において、男女の地位の平

等感 
モニタリング指標 

男性対象アンケート 
３６．４％ 

女性対象アンケート 
２２．３% 

－ 

男女共同参画意識向上のた

めの職員向け研修会を開催 
数値目標 ０回／年 １回／毎年 

 ※モニタリングは、男女共同参画の進捗状況を把握するために、国勢調査やアンケート調査の 
実施により観測・測定を行う。また、アンケートは男性と女性でそれぞれ実施方法が異なる

ため、現状の数値は別々で表記している。 
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参考資料 
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   ６ 男女共同参画社会基本法 
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   ８ 大野市男女共同参画推進条例 

   ９ 大野市男女共同参画推進委員会設置要綱 
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１ 男女共同参画社会に向けての男性市民アンケート（男性対象アンケート）の結果 
 
実施時期 令和２年１２月３日～１２月１８日 
実施方法 住民基本台帳から無作為に２０歳以上８０歳未満の男性５００名を抽出し 
     アンケートを依頼。返信用封筒にて回答を回収。 
回収結果 １８６人から回答。回収率３７．２％ 
 
                          単位：人、% 

年代 
発送 回収 

回収率 
人 構成率 人 構成率 

２０代 ８４ （１６．８） １８ （９．７） ２１．４ 

３０代 ８４ （１６．８） ２１ （１１．３） ２５．０ 

４０代 ８３ （１６．６） ２９ （１５．６） ３４．９ 

５０代 ８３ （１６．６） ２７ （１４．５） ３２．５ 

６０代 ８３ （１６．６） ４７ （２５．３） ５６．６ 

７０代 ８３ （１６．６） ４４ （２３．７） ５３．０ 

計 ５００  １８６  ３７．２ 

 
 
Ｑ．現在、仕事をしていますか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73.5%

26.5%

している していない
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Ｑ．仕事における悩みや不安、苦労は何ですか 

 
 
Ｑ．働きたいと思いますか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

仕事と家事の両立が難しい

有給休暇が取得しにくい

残業が多く定時退社できない

子育て・介護に対する理解が少ない

仕事の内容が合わない

上司や同僚との人間関係

給与水準

福利厚生の水準

その他

10.2%

11.8%

9.4%

1.6%

3.1%

15.0%

22.0%

3.1%

23.6%

33.3%

31.3%

35.4%

いい仕事があれば働きたい 今は働くつもりはない 将来も働くつもりはない
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Ｑ．働くつもりがない理由は何ですか 

 
 
Ｑ．炊事・洗濯・掃除はだれがしていますか 

 
 
 
 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

子どもが小さい

仕事と家事の両立できるか不安

家族の看護・介護のため

仕事についていけるか不安

自分に向いている仕事かわからない

家族の理解が得られない

経済的に働く必要がない

その他

0.0%

3.1%

3.1%

3.1%

0.0%

0.0%

40.7%

50.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

掃除

洗濯

炊事

掃除

洗濯

炊事

65.8

77.4

81.9

58.6

68.3

77.8

12

9.4

9.3

16.1

14

9.7

15.8

9.8

6.3

14

8.1

5.4

3.8

2.1

1.2

2.2

1

0.6

2.6

1.3

1.3

9.1

8.6

6.5

主に女性 どちらかといえば女性 両方同じ程度

どちらかといえば男性 主に男性

Ｒ２ 

Ｈ２７ 
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Ｑ．職場における男女の地位ついて、どう思いますか 

 
 
Ｑ．社会通念、慣習、しきたりにおける男女の地位について、どう思いますか 

 
 
Ｑ．男女平に関する話題への関心はありますか 

 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H27

R2

36.9

35.9

50

50.5

2.8

2.2

10.3

11.4

男性が優遇 平等 女性が優遇 わからない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H27

R2

52.8

52.2

38

36.4

0.4

1.6

8.8

9.8

男性が優遇 平等 女性が優遇 わからない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H27

R2

21.5

73.5

59

26.5

19.5

関心がある まあまあ関心がある 関心がない
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２ 女性の就業意識アンケート（※９）（女性対象アンケート）の結果 
 
実施時期 令和２年１０月１日～１１月３０日 
実施方法 第一生命保険株式会社福井支社大野営業所オフィス管下の生涯設計デザ 

イナーの顧客や知人などで２０歳以上の女性３５９人にアンケートを依頼。 
直接回答を回収。 

回収結果 ３５９人から回答。回収率１００％ 
※９…大野市と第一生命保険株式会社との包括連携協定のもとで実施したアンケート。 
 
              単位：人、% 

年代 
回収 

人 構成率 
２０代 ４５ （１２．５） 
３０代 ６８ （１８．９） 
４０代 ７４ （２０．６） 
５０代 ７６ （２１．２） 
６０代 ４８ （１３．４） 
７０代 ３５ （９．８） 
８０代 １３ （３．６） 
計 ３５９  

 
Ｑ．現在、仕事をしていますか 

 
 
Ｑ．どのような就業形態で仕事をしていますか 

 

82.7%

17.3%

している していない

46.8%

38.4%

2.0%
10.8% 2.0%

正社員 パート・アルバイト 派遣社員 自営業・フリーランス その他
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Ｑ．仕事をしている理由は何ですか 

 
 
Ｑ．今の仕事を選んだ理由は何ですか 

 
 
 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

子どもの教育資金

家計のため

自由に使えるお金の確保

老後への備え

充実した福利厚生

自分の成長・やりがい

その他

4.1%

71.6%

14.5%

3.4%

0.3%

3.7%

2.4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

給与水準

充実した福利厚生

勤務日数や時間が生活に合う

希望する仕事内容

資格や技能を活かせる

雇用が安定している

通勤の都合が良い

扶養の範囲で動ける

その他

7.1%

5.0%

25.9%

17.8%

10.4%

7.1%

10.8%

2.4%

13.5%
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Ｑ．仕事における悩みや不安、苦労は何ですか 

 
 
Ｑ．女性が活躍できる職場環境を作るには何が必要だと思いますか 

 
 
 
 
 
 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

仕事と家事の両立が難しい

有給休暇が取得しにくい

残業が多く定時退社できない

子育て・介護に対する理解が少ない

仕事の内容が合わない

上司や同僚との人間関係

給与水準

福利厚生の水準

その他

18.3%

7.8%

5.6%

0.9%

2.2%

9.1%

18.7%

3.9%

33.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

育児休業や介護休業などの

両立支援制度の充実

働き方に関する制度を

活用しやすい雰囲気

意欲のある女性の積極的な登用

経営者の意識改革

その他

44.7%

28.0%

7.2%

13.6%

6.5%
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Ｑ．過去にお仕事をしていたことがありますか 

 
 
Ｑ．なぜ、以前のお仕事を退職したのですか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96.7%

3.3%

ある ない

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

出産

家族の看護や介護

結婚

仕事の内容が合わない

会社都合

その他

12.3%

15.8%

10.5%

3.5%

3.5%

54.4%
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Ｑ．働きたいと思いますか 

 
 
Ｑ．働きたい理由は何ですか 

 
 
Ｑ．働きやすさで最も重視することは何ですか 

 
 
 
 

26.8%

41.6%

31.6%

いい仕事があれば働きたい 今は働くつもりはない 将来も働くつもりはない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

家計のため

老後への備え

自分の成長・やりがい

75.0%

12.5%

12.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

有給休暇を取得しやすい

ある程度自分の裁量で

働く時間を決められる

勤務時間ではなく仕事の

結果で評価される

悩みの相談できる

相手がいる

その他

31.2%

43.8%

6.3%

12.5%

6.2%
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Ｑ．働くつもりがない理由は何ですか 

 
 
Ｑ．炊事・洗濯・掃除はだれがしていますか 

 
 
 
 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

子どもが小さい

仕事と家事の両立できるか不安

家族の看護・介護のため

仕事についていけるか不安

家族の理解が得られない

経済的に働く必要がない

その他

10.2%

2.6%

20.5%

2.6%

2.6%

17.9%

43.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

掃除

洗濯

炊事

掃除

洗濯

炊事

82.2

87.4

85.8

79.3

88.5

91.9

8.1

5.4

8.2

10.1

7

4.7

8.1

6.3

4.7

8.7

4.2

3.4

0.9

0.3

0.6

0.8

0.3

0.7

0.6

0.7

1.1

主に女性 どちらかといえば女性 両方同じ程度

どちらかといえば男性 主に男性

Ｒ２ 

Ｈ２７ 
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Ｑ．職場における男女の地位ついて、どう思いますか 

 
 
Ｑ．社会通念、慣習、しきたりにおける男女の地位について、どう思いますか 

 
 
Ｑ．男女平等に関する話題への関心はありますか 

 
 ※Ｈ２７年のアンケート調査では「あまり関心がない」の選択肢は設けていない。 
 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｈ27

Ｒ2

46.9

41.4

37.2

33.1

1.8

3.4

14.1

22.1

男性が優遇 平等 女性が優遇 わからない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｈ27

Ｒ2

64.6

57

22.1

22.3

0.6

1.1

12.7

19.6

男性が優遇 平等 女性が優遇 わからない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｈ27

Ｒ2

16.6

12.1

64.4

52.8 26.7

19

8.4

関心がある まあまあ関心がある あまり関心がない 関心がない
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３ プラン策定の経過 
日 程 内 容 

令和２年８月６日 第１回大野市男女共同参画推進委員会 

令和２年１０月２７日 第２回大野市男女共同参画推進委員会 

令和２年１０月～１２月 女性の就業意識に関するアンケート実施 

令和２年１２月 男女共同参画社会に向けての男性市民アンケート実施 

令和３年１月２５日 議員全員協議会において概要説明 

令和３年１月２７日～ 
令和３年２月１０日 

パブリックコメント実施 

令和３年３月１日 第３回大野市男女共同参画推進委員会 

令和３年３月２２日 庁議 

令和３年３月２５日 プラン決定 

 
４ 大野市男女共同参画推進委員会委員名簿 

委員職 氏 名 所 属 団 体 

委員長 齊藤 博子 大野男女共同参画ネットワーク 

副委員長 長谷川 美香 福井大学医学部看護学科コミュニティ看護学 

委 員 安下 和男 大野市小中学校校長会 

委 員 妙願 貴子 大野市社会教育委員 

委 員 東 三千雄 大野市区長連合会 

委 員 坪内 勝美 大野市壮年団体連絡協議会 

委 員 松田 寿子 大野市ＰＴＡ連合会 

委 員 井尾 のり子 大野商工会議所 

委 員 板橋 利幸 福井県農業協同組合 

委 員 堀本 弘美 福井県奥越健康福祉センター 

委 員 千束 裕美 一般公募 

委 員 松陰 幾世 一般公募 

 



38 

５ 男女共同参画プラン体系表 
基本 
目標 

重点 
施策 施策の方向 施策の内容 実施事業 担当課 

Ⅰ 

み
ん
な
の
個
性
が
発
揮
さ
れ
多
様
性
に
富
ん
だ
元
気
な
社
会
づ
く
り 

１ 

あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
女
性
の
参
画
拡
大
（
女
性
活
躍
推
進
法
に
基
づ
く
推
進
計
画
） 

（１） 
政策・方針決定過

程における女性の
参画拡大 

市女性職員 
の採用及び 
登用の推進 

計画的な人材育成や登用
などの推進 

〇男性向けの仕事、女性向けの仕事と
いった固定観念にとらわれず、女性職

員を多様なポストへ積極的に配置 
〇企画主査や課長補佐などの各役職段
階においてタレントプールを念頭にお

いた人材育成 

総務課 

女性管理職などへの登用

の推進 
〇多様な職務機会の付与と研修の実施 
〇管理職を対象にした意識改革研修の
実施 

総務課 

委員数など 
の男女均等 
の促進 

市の審議会委員などへの

積極的な女性登用の推進
や女性委員ゼロの審議会
などの解消 

〇委員の選出団体に対して、積極的な
女性委員の推薦を依頼 
〇女性委員のいない審議会などに対す
る女性登用の働きかけ 
〇委員公募制度の活用（女性枠確保の

検討） 

総務課 
全部局 

（２） 
能力の開発・発揮
の支援 

人材育成の 
推進 

職場における女性リーダ

ーの育成 

〇働く女性のキャリアアップなどの講

座や研修の情報を広報おおのや市ホー
ムページなどに掲載 
〇県や商工会議所などの関係機関や団

体と連携した啓発活動の実施 

産業政策課 

地域における女性リーダ
ーの育成 

〇様々な分野で活躍する女性リーダー
を招へいし、講座やワークショップを

開催 
〇女性活躍をテーマとした講演会の開
催 

総務課 
生涯学習・ 
文化財保護課 

研修会への参加支援や学

習会開催情報の提供 
〇市ホームページなどへの掲載 
〇公民館を活用した広報の実施 

生涯学習・ 
文化財保護課 

大野男女共同参画ネット

ワーク加入団体に向けた
支援の継続や協働事業の
実施 

〇大野男女共同参画ネットワーク加入

団体の活動を通した連絡と提携の強化 
〇大野男女共同参画ネットワークによ
る市民学習会を通した意識啓発の実施 

総務課 
生涯学習・ 
文化財保護課 

（３） 
女性の労働環境づ
くり 

女性起業家 
の支援 

経営共同参画のための情
報の提供 

〇女性の経営能力向上のためのセミナ
ー情報を広報おおのや市ホームページ

などに掲載 
〇県や商工会議所などの関係機関や団
体と連携した啓発活動の実施 

産業政策課 

女性起業家の運営する事
業や取組みに対する支援 

〇起業家・経営者支援事業の実施によ
る店舗改修経費の支援 
〇県や商工会議所などの関係機関や団

体と連携した新規事業の立ち上げのサ
ポートやフォローアップの実施 

産業政策課 

賃金格差の 
解消 

男女間の賃金格差の是正
の推進 

〇県や商工会議所などの関係機関や団
体と連携した啓発活動の実施 産業政策課 

再就職に関 
する支援 

新型コロナウィルス感染
症拡大のような非常時の
影響や子育て、介護などで

離職した人に対する再就
職の支援 

〇福井労働局や商工会議所などと連携
した相談窓口の設置 産業政策課 

（４） 
地方創生に必要な
男女共同参画の推
進 

地域におけ 
る女性活躍 
の推進 

各団体における会長や役

員などへの参画の推進 
〇啓発用パンフレットの配布や学習会

の開催 全部局 

男性の固定 
的役割分担 
意識の解消 

男女共同参画社会の実現
に向けた男性に対する啓

発活動の強化 
〇イクメンやイクボスなど男性の意識
改革をテーマとした講座の開催 

総務課 
生涯学習・ 
文化財保護課 

女性と農業 
の関わりの 
推進 

女性が気軽に農業に関わ
ることができる環境の整

備 

〇農林産物の栽培講座や農業体験など
気軽に農業に触れ合うことができる環

境の整備 
〇道の駅直売所や朝市などへの農林産
物の出荷、越前おおの農林樂舎が実施

する野菜の集荷販売事業の促進 
〇農業の６次産業化の推進 
〇家族経営協定の締結促進 
 

農業林業振興課 
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基本 
目標 

重点 
施策 施策の方向 施策の内容 実施事業 担当課 

Ⅰ 

み
ん
な
の
個
性
が
発
揮
さ
れ
多
様
性
に
富
ん
だ
元
気
な
社
会
づ
く
り 

２ 

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
実
現
の
環
境
づ
く
り 

（１） 
男女がともに働く
ための環境整備 

労働環境の 
改善 

ワーク・ライフ・バランス
の実現に向けた働き方改

革の推進 

〇働き方改革に取り組んでいる事業所
の情報を広報おおのや市ホームページ
などに掲載 
〇県や商工会議所などの関係機関や団
体と連携した啓発活動の実施 

産業政策課 

労働関連の法令尊守の推

進 

〇労働基準法や男女雇用機会均等法な
どの労働関連法令の遵守に関する情報
を広報おおのや市ホームページなどに

掲載 
〇県や商工会議所などの関係機関や団
体と連携した啓発活動の実施 

産業政策課 

ポジティブ 
アクション 
の推進によ 
る男女格差 
の是正 

事業所などにおける女性
管理職の登用促進 

〇女性の登用促進に関する情報を広報

おおのや市ホームページに掲載 
〇県や商工会議所などの関係機関や団
体と連携した啓発活動の実施 

産業政策課 

男性の家事 
や育児への 
参画促進 

男性を対象とした家事や

育児に関する啓発 
〇児童や生徒と保護者との親子のふれ
あい講座の開催 
〇料理教室や家庭教育講座の開催 

健康長寿課 
生涯学習・ 
文化財保護課 

出産や育児を夫婦が協力
して取り組むための啓発 

〇医療機関が実施する両親学級への参
加状況や妊娠、育児中の周囲の協力状
況についての確認や、個々の面談など

を通じてきめ細かな支援の実施 
健康長寿課 

育児休業や介護休業を利

用しやすい職場環境の整
備 

〇県や商工会議所などの関係機関や団
体と連携した啓発活動の実施 産業政策課 

女性の視点 
から見る男 
女共同参画 

アンケート調査の実施 
〇市民を対象に、大野市のイメージや
課題、活性化策などについてのアンケ
ートの実施 

政策推進課 
総務課 

若い女性の意見の徴集 〇子育て支援策などについて、若い女
性の視点による意見を聴く会の開催 

総務課 
こども支援課 

（２） 
男女がともに担う
育児と介護の環境

整備 

子育て支援 
の充実 

男女がともに担う家事や

子育ての促進 
〇男女の育児や家事の参画促進を目的

とした講座の開催 
総務課 
こども支援課 

男女の育児休業取得の促
進 

〇育児休業の取得に協力する事業所に

対する支援 
〇県や商工会議所などの関係機関や団
体と連携した啓発活動の実施 

産業政策課 

保育サービスの充実 
〇一時預かりや病児デイケア事業、「す
みずみ子育てサポート」など、保護者
のニーズに対応した事業の実施 

こども支援課 

育児相談の体制の充実 
〇子育て支援センターや保健センター
などの関係機関と連携した相談会の実

施 
健康長寿課 
こども支援課 

介護支援の 
充実 

女性の介護負担の軽減 
〇介護保険制度などの周知と適正なサ
ービスの利用促進 
〇ケアマネジャーを通じた家族員によ
る役割分担の促進 

健康長寿課 

介護予防事業の充実化 
〇フレイル予防や高齢者の健康づくり
講座の実施 
〇住民主体の通いの場や健康サポ－タ

－の活動促進 
健康長寿課 
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基本 
目標 

重点 
施策 施策の方向 施策の内容 実施事業 担当課 

Ⅱ 

だ
れ
も
が
生
き
生
き
と
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り 

１ 

生
涯
健
康
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
づ
く
り 

（１） 
女性の健康支援 

妊娠・出産 
期における 
健康管理の 
支援と健康 
の充実 

妊娠から産後における相
談や支援の充実 

〇母子健康手帳の交付や育児相談会の
開催 健康長寿課 

安心して出産できる体制

の強化 

〇子育て包括支援センターにおける相
談などの支援の実施 
〇妊産婦・乳児健康診査、新生児聴覚

検査の実施 
〇母乳外来費用の助成 
〇妊婦情報事前登録制度の整備 

健康長寿課 

男女の健康 
を生涯にわ 
たり包括的 
に支援 

生涯を通じた健康支援や

性差に応じた健康支援の
充実 

〇育児相談会、母乳相談、幼児健康診
査における相談の実施 
〇福井県看護協会が実施する助産師に

よる女性の健康相談の周知 
〇婦人がん検診、健康栄養相談、歯科
相談、歯科検診における性差に応じた

健康相談の実施 

健康長寿課 

生活習慣病予防のための
特定健診受診の推進 

〇受診勧奨通知や広報おおのによる受
診勧奨の実施 

市民生活・
統計課 

（２） 
貧困による生活困

難者や、高齢者、障
がい者などが安心
して暮らせる環境

整備 

生活困難者 
の自立支援 

状態に応じたきめ細かな

福祉サービスの提供 
〇生活困窮者自立支援事業や生活保護

などによる自立支援 福祉課 

ひとり親家 
庭への自立 
支援 

母子・父子自立支援員によ

る相談や指導などの支援 
〇ひとり親家庭の生活安定と自立促進
のための福祉サービス提供や相談体制
の強化 

こども支援課 

在宅福祉サ 
ービスの充 
実 

相談体制を強化し、ニーズ

を的確に把握することに
よるきめ細かな在宅サー
ビスの提供 

〇障害福祉サービス事業や地域生活支
援事業の提供 福祉課 

〇地域包括支援センターや在宅介護支
援センターでの相談支援の実施と、適
切な在宅福祉サ－ビスの提供 

健康長寿課 

２ 

安
全
に
暮
ら
せ
る
地 

域
づ
く
り 

（１） 
快適で安全に暮ら

すための環境整備 

防災・防火 
・防犯への 
女性参画推 
進 

女性消防団員のさらなる

活躍 
〇結の故郷女性分団の活動の拡充と高
齢者世帯への防火訪問などの地域に密
着した活動の実施 

消防本部 

自主防災組織の防災活動
における男女共同参画の

促進 

〇自主防災組織の防災訓練時などにお
ける女性の防災活動への積極的な参加

の要請 
防災防犯課 

女性や要配慮者の視点に
立った避難所の運営体制

の整備 

〇避難所における性犯罪防止やプライ
バシーの確保など、運営体制全般にわ

たり女性や要配慮者が安心して避難生
活を送ることができる避難所運営 
〇女性消防団員と連携した避難者支援

体制の充実 

防災防犯課 
消防本部 
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基本 
目標 

重点 
施策 施策の方向 施策の内容 実施事業 担当課 

Ⅱ 

だ
れ
も
が
生
き
生
き
と
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り 

２ 

安
全
に
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り 

（２） 
あらゆる暴力の根
絶 

女性に対す 
る暴力など 
人権侵害行 
為の根絶 

民生委員・児童委員や地域
福祉関係者との連携を図
ることによる、ＤＶなどの

発見・通報支援体制の強化 

〇支援申請者の住民票などの交付制限 市民生活・
統計課 

〇民生委員・児童委員による見守りと
通報体制の強化並びに活動の支援 福祉課 

〇関係機関と連携し、学校での児童や
生徒の異常の早期発見 教育総務課 

ＤＶの防止 
対策 

ＤＶを未然に防ぐための
啓発 

〇児童と女性については、家庭児童相

談員や母子・父子自立支援員による支
援とともに、児童相談所や奥越健康福
祉センターなどの関係機関と連携した

相談支援体制の強化 
〇障がい者については、障害者相談支
援センターや障がい者権利擁護センタ

ーと連携した相談支援体制の強化 

福祉課 
こども支援課 

〇高齢者・障害者虐待防止ネットワー
ク会議や高齢者虐待防止講演会などの

開催 
〇地域包括支援センタ－と関係機関が
連携した相談支援体制の強化 
〇介護者の状況把握体制整備による介
護負担への早期対応 

健康長寿課 

セクシャル 
・ハラスメ 
ントや性犯 
罪防止対策 

セクシャル・ハラスメント
などの防止に向けた啓発 

〇ふくい女性財団による地域連携講座
や教育連携講座を活用した周知 

総務課 
産業政策課 

性犯罪を未然に防ぐため

の広報 
〇警察をはじめとする関係機関と連携

した広報や啓発活動の実施 総務課 

相談体制の 
強化 

窓口設置による相談や支

援体制の強化 
〇総務課を窓口として関係機関と連携

し、市民からの相談に対応 総務課 

Ⅲ 

差
別
の
な
い
社
会
環
境
づ
く
り 

１ 
性
別
役
割
分
担
意
識
の
払
拭 

（１） 
男女共同参画教育
の充実 

男女平等を

推進する教
育 

男女が対等に生きる意識

づくりや、家族と家庭生活
を大切にする教育の取組 

〇道徳を中心とした各教科の授業や学
級活動、クラブ活動などを通じての人

権尊重の心情と態度の育成 
教育総務課 

〇小、中学校の保護者に対する子育て

講座や家庭教育講座の開催 
生涯学習・ 
文化財保護課 

男女共同参 
画の視点に 
立った進路 
指導 

性別にとらわれない進路
指導 

〇本人の希望や意思を尊重した進路相
談の実施 教育総務課 

性別にとらわれない職業
意識の育成 

〇広い分野における職場体験学習の実
施などによる職業観の育成 教育総務課 

職員の意識 
深化 

男女共同参画や人権教育
の推進 

〇全職員に対する研修会の実施 総務課 

〇保育士対象研修会での啓発活動の実
施 こども支援課 

〇教職研修会での人権に関する講演会

の実施 教育総務課 

（２） 
男女の人権尊重と

啓発の展開 

人権問題の 
啓発 

女性や性的マイノリティ
（ＬＧＢＴＱ）などの人権
問題に関する啓発 

〇公民館活動や地域行事を活用した人

権啓発、人権ビデオの放映、イベント
でのパネル展示の実施 
〇保育所や児童センターでの人権紙芝

居などの実施 

総務課 
生涯学習・ 
文化財保護課 

広がりを持 
った広報啓 
発 

メディアを通じた啓発活
動の強化 

〇広報おおのや新聞、テレビなどを活
用しての啓発活動の実施 秘書広報室 

県や市の女性団体などと
連携した広報と啓発 

〇市ホームページなどを活用した県や
女性団体などによる活動情報に関する

広報の実施 
総務課 

国際的視野 
の育成 

男女共同参画に関わる国
際的な情報や取り組みの

情報収集と提供 
〇公民館と連携し、ＡＬＴを活用した
国際理解講座の実施 

教育総務課 
生涯学習・ 
文化財保護課 
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６ 男女共同参画社会基本法 

(平成11年6月23日法律第 78号) 

改正 平成11年07月16日法律第102号 

平成11年12月22日法律第160号 

 

目次 

前文 

第１章 総則(第１条―第１２条) 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策(第１３条―第２０条) 

第３章 男女共同参画会議(第２１条―第２８条) 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現

に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、

なお一層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に

対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわ

りなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な

課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定す

る最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将

来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的

かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊か

で活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基

本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参

画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

(定義) 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって

社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治

的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき
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社会を形成することをいう。 

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範

囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

(男女の人権の尊重) 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が

性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保さ

れることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

(社会における制度又は慣行についての配慮) 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による

固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響

を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることに

かんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影

響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。 

(政策等の立案及び決定への共同参画) 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方

公共団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する

機会が確保されることを旨として、行われなければならない。 

(家庭生活における活動と他の活動の両立) 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下

に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役

割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨と

して、行われなければならない。 

(国際的協調) 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有してい

ることにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならな

い。 

(国の責務) 

第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念

(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積

極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

(地方公共団体の責務) 

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国

の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、

及び実施する責務を有する。 

(国民の責務) 

第１０条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理

念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。 

(法制上の措置等) 

第１１条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法

制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 
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(年次報告等) 

第１２条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようと

する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国

会に提出しなければならない。 

 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 

(男女共同参画基本計画) 

第１３条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推

進を図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画(以下「男女共同参

画基本計画」という。)を定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成

し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参

画基本計画を公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 

(都道府県男女共同参画計画等) 

第１４条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県男女

共同参画計画」という。)を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町

村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画

(以下「市町村男女共同参画計画」という。)を定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定

め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

(施策の策定等に当たっての配慮) 

第１５条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる

施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければな

らない。 
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(国民の理解を深めるための措置) 

第１６条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深

めるよう適切な措置を講じなければならない。 

(苦情の処理等) 

第１７条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共

同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要

な措置及び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因に

よって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

(調査研究) 

第１８条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関

する調査研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査

研究を推進するように努めるものとする。 

(国際的協調のための措置) 

第１９条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は

国際機関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円

滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

(地方公共団体及び民間の団体に対する支援) 

第２０条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及

び民間の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の

提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

 

第三章 男女共同参画会議 

(設置) 

第２１条 内閣府に、男女共同参画会議(以下「会議」という。)を置く。 

(所掌事務) 

第２２条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 男女共同参画基本計画に関し、第１３条第３項に規定する事項を処理すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画

社会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議するこ

と。 

(3) 前２号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大

臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

(4) 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、

及び政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認める

ときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

(組織) 

第２３条 会議は、議長及び議員２４人以内をもって組織する。 

 (議長) 
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第２４条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

 (議員) 

第２５条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(1) 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

(2) 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が

任命する者 

２ 前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の１０分の５未満であってはな

らない。 

３ 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の

総数の１０分の４未満であってはならない。 

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。 

 (議員の任期) 

第２６条 前条第１項第２号の議員の任期は、２年とする。ただし、補欠の議員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

２ 前条第１項第２号の議員は、再任されることができる。 

 (資料提出の要求等) 

第２７条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機

関の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他

必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定す

る者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

 (政令への委任) 

第２８条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関

し必要な事項は、政令で定める。 

（以下省略） 
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７ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

（平成27年9月4日法律第64号） 

 

 

目次 

第１章 総則(第１条―第４条) 

第２章 基本的施策等（第５条・第６条） 

第３章 事業主行動計画等 

第１節 事業主行動計画策定指針(第７条) 

第２節 一般事業主行動計画(第８条―第１４条) 

第３節 特定事業主行動計画（第１５条） 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表(第１６条・第１７条) 

第４章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置（第１８条―第２５条） 

第５章 雑則（第２６条―第２８条） 

第６章 罰則（第２９条―第３４条） 

附則 

 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性が

その個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活

における活躍」という。）が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法

（平成１１年法律第７８号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進

について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにす

るとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進

するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速か

つ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民

の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現す

ることを目的とする。 

(基本原則) 

第２条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格

差の実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する

採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的

な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場におけ

る慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が

十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、

介護その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の

家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の
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別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動

について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うため

に必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が

可能となることを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両

立に関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。 

(国及び地方公共団体の責務) 

第３条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進につい

ての基本原則（次条及び第五条第一項において「基本原則」という。）にのっとり、女性

の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければ

ならない。 

(事業主の責務) 

第４条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に

対する職業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との

両立に資する雇用環境の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

を自ら実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する施策に協力しなければならない。 

 

   第２章 基本方針等 

 (基本方針) 

第５条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を

総合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針

（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

(2) 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本

的な事項 

(3) 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 

 イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 

(4) 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な

事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を

公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

 (都道府県推進計画等) 

第６条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活

における活躍の推進に関する施策についての計画（以下この条において「都道府県推進計
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画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府

県推進計画）を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推

進に関する施策についての計画（次項において「市町村推進計画」という。）を定めるよ

う努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

   第３章 事業主行動計画等 

    第１節 事業主行動計画策定指針 

第７条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即し

て、次条第１項に規定する一般事業主行動計画及び第１９条第１項に規定する特定事業主

行動計画（次項において「事業主行動計画」と総称する。）の策定に関する指針（以下「事

業主行動計画策定指針」という。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針と

なるべきものを定めるものとする。 

(1) 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

(2) 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 

(3) その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変

更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

第２節 一般事業主行動計画等 

(一般事業主行動計画の策定等) 

第８条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時

雇用する労働者の数が３００人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般

事業主行動計画（一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

に関する計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労

働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 計画期間 

(2) 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目

標 

(3) 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその

実施時期 

３ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとすると

きは、厚生労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、

男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働

者の割合その他のその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、

女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、そ
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の結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第２号の目標

については、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮

小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を

用いて定量的に定めなければならない。 

４ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚

生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなけれ

ばならない。 

５ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚

生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。 

６ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するととも

に、一般事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が３００人以下のものは、事業主行動計

画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、

厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第３項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更し

ようとする場合について、第４項から第６項までの規定は前項に規定する一般事業主が

一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合について、それぞれ準用する。 

 (基準の適合する一般事業主の認定) 

第９条 厚生労働大臣は、前条第１項又は第７項の規定による届出をした一般事業主から

の申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものである

ことその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことがで

きる。 

 (認定一般事業主の表示等) 

第１０条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般事業主」という。）は、商品、

役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その

他の厚生労働省令で定めるもの（次項及び第１４条第１項において「商品等」という。）

に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい

表示を付してはならない。 

 (認定の取消し) 

第１１条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第９

条の認定を取り消すことができる。 

(1) 第９条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

(2) この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

(3) 不正の手段により第９条の認定を受けたとき。 

 (基準に適合する認定一般事業主の認定) 

第１２条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めると

ころにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関

し、当該事業主の策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行
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動計画に定められた目標を達成したこと、雇用の分野における男女の均等な機会及び待

遇の確保等に関する法律(昭和４７年法律第１１３号)第１３条の２に規定する業務を担

当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

(平成３年法律第７６号)第２９条に規定する業務を担当する者を選任していること、当

該女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なものであ

ることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことが

できる。 

  (特例認定一般事業主の特例等) 

第１３条 前条の認定を受けた一般事業主(以下「特例認定一般事業主」という。)について

は、第８条第１項及び第７項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも１回、女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなければならない。 

  (特例認定一般事業主の表示等) 

第１４条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することがで

きる。 

２ 第１０条第２項の規定は、前項の表示について準用する。 

  (特例認定一般事業主の認定の取消し) 

第１５条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、

第１２条の認定を取り消すことができる。 

 (1) 第１１条の規定により第９条の認定を取り消すとき。 

 (2) 第１２条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

 (3) 第１３条第２項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 

 (4) 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

 (5) 不正の手段により第１２条の認定を受けたとき。 

 (委託募集の特例等) 

第１６条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇用

する労働者の数が３００人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、

当該承認中小事業主団体をして女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施

に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が

当該募集に従事しようとするときは、職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）第３６条

第１項及び第３項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会

その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で

定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働

省令で定める要件に該当するものに限る。）のうち、その構成員である中小事業主に対し

て女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に関する

相談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び

援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものを

いう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認
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めるときは、同項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第１項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省

令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する

事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第３７条第２項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同

法第５条の３第１項及び第４項、第５条の４、第３９条、第４１条第２項、第４２条第１

項、第４２条の２、第４８条の３第１項、第４８条の４、第５０条第１項及び第２項並び

に第５１条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同

法第４０条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報

酬の供与について、同法第５０条第３項及び第４項の規定はこの項において準用する同条

第２項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法

第３７条第２項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法律第１６条第４項の規定による届出をして労働者の募集に従事

しようとする者」と、同法第４１条第２項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又

は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第３６条第２項及び第４２条の３の規定の適用については、同法第３６条

第２項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとす

る者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第４２条の３中「第３９条に規定

する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２

７年法律第６４号）第１６条第４項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」

とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第２項の相談及び援助の実施状況につい

て報告を求めることができる。 

第１７条 公共職業安定所は、前条第４項の規定による届出をして労働者の募集に従事す

る承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、か

つ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効

果的かつ適切な実施を図るものとする。 

 (一般事業主に対する国の援助) 

第１８条 国は、第８条第１項若しくは第７項の規定により一般事業主行動計画を策定し

ようとする一般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業

主行動計画の策定、労働者への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が

円滑に実施されるように相談その他の援助の実施に努めるものとする。 

第３節 特定事業主行動計画 

第１９条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの

（以下「特定事業主」という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指

針に即して、特定事業主行動計画（特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。）を定めなければなら

ない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 計画期間 
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(2) 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目

標 

(3) 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその

実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定め

るところにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時

間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業におけ

る女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進

するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければ

ならない。この場合において、前項第２号の目標については、採用する職員に占める女性職員

の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める

女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に

周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表

しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画

に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表 

(一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表) 

第２０条 第８条第１項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職

業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の

職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。 

 (1) その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提

供に関する実績 

 (2) その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関す

る実績 

２ 第８条第７項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活

を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生

活における活躍に関する前項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公

表するよう努めなければならない。 

(特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表) 

第２１条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうと

する女性の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活

躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。 

 (1) その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関

する実績 

 (2) その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する
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実績 

第４章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第２２条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業

訓練、創業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、

職業生活を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、

関係機関の紹介その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものと

する。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施する

ことができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正

当な理由なく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第２３条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援

するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

(国等からの受注機会の増大) 

第２４条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振

興開発金融公庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるもの

をいう。）の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業

主、特例認定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍に関する状況又は女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項において

「認定一般事業主等」という。）の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するもの

とする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必

要な施策を実施するように努めるものとする。 

(啓発活動) 

第２５条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関

心と理解を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第２６条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外に

おける女性の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提

供を行うものとする。 

（協議会） 

第２７条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する

事務及び事業を行う国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）

は、第２２条第１項の規定により国が講ずる措置及び同条第２項の規定により地方公共団

体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を

活用することにより、当該区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関により構成される協議会（以下
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「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第２２条第３項の

規定による事務の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員とし

て加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構

成員として加えることができる。 

(1) 一般事業主の団体又はその連合団体 

(2) 学識経験者 

(3) その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前２項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）が

相互の連絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関

係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨

を公表しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第２８条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由

なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第２９条 前２条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会

が定める。 

 

第５章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第３０条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第８条第１

項に規定する一般事業主又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である同条第

７項に規定する一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をするこ

とができる。 

  (公表) 

第３１条 厚生労働大臣は、第２０条第１項の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表

をした第８条第１項に規定する一般事業主又は第２０条第２項に規定する情報に関し虚

偽の公表をした認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である第８条第７項に規定

する一般事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者

がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

（権限の委任） 

第３２条 第８条、第９条、第１１条、第１２条、第１５条、第１６条、第３０条及び前条

に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道

府県労働局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第３３条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定め
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る。 

第６章 罰則 

第３４条 第１６条第５項において準用する職業安定法第４１条第２項の規定による業務

の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、１年以下の懲役又は１００万円

以下の罰金に処する。 

第３５条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金

に処する。 

(1) 第２２条第４項の規定に違反して秘密を漏らした者 

(2) 第２８条の規定に違反して秘密を漏らした者 

第３６条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は３０万円以下の罰金

に処する。 

(1) 第１６条第４項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 

(2) 第１６条第５項において準用する職業安定法第３７条第２項の規定による指示に従

わなかった者 

(3) 第１６条第５項において準用する職業安定法第３９条又は第４０条の規定に違反し

た者 

第３７条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

(1) 第１０条第２項(第１４条第２項において準用する場合を含む。)の規定に違反した

者 

(2) 第１６条第５項において準用する職業安定法第５０条第１項の規定による報告をせ

ず、又は虚偽の報告をした者 

(3) 第１６条第５項において準用する職業安定法第５０条第２項の規定による立入り若

しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚

偽の陳述をした者 

(4) 第１６条第５項において準用する職業安定法第５１条第１項の規定に違反して秘密

を漏らした者 

第３８条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関し、第３４条、第３６条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰

するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第３９条 第３０条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、２０万円以下の

過料に処する。 

（以下省略） 
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８ 大野市男女共同参画推進条例 
（平成18年3月27日条例第5号） 

改 正   平成 23 年 3 月 28 日 条例第 6 号  

 

 

目次 

前文 

第1章 総則(第1条―第8条) 

第2章 基本的施策(第9条―第14条) 

第3章 推進体制(第15条) 

第4章 雑則(第16条) 

附則 

 

日本国憲法に個人の尊厳と法の下の平等がうたわれている我が国は、個人が自らの意思に

より個性と能力を十分に発揮することができる社会の形成を目指してきた。 

1975年(昭和50年)にメキシコで開催された国際婦人年世界会議を契機として、男女平等に

関する活動が世界的に広がり、我が国においても、女性の地位向上に向けた施策の充実がよ

り図られるようになった。 

そして、1999年(平成11年)、国は、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等急速な社

会経済情勢の変化に対応していく上で、男女共同参画社会の実現を21世紀の我が国社会を

決定する最重要課題と位置付け、男女共同参画社会基本法を制定し、男女共同参画社会が実

現できるよう社会のあらゆる分野における積極的な取組に着手した。 

大野市においては、これまで、国等の取組と協調しつつ、男女共同参画社会の形成を目指

し施策を推進してきた。しかし、男女の役割を決め付けるような地域の習慣が強く残ってい

ることや夫婦共働きの割合が極めて高いことなどの地域性を背景として、性別による固定

的な役割分担意識や差別などが解消されるまでには至っておらず、男女共同参画社会を実

現するには多くの課題が残っている。 

男女共同参画社会は、男女が互いにその人権を尊重し、共に責任を担い、その能力を十分

発揮できる社会のことであり、その実現は、社会におけるさまざまな課題の解決を可能にし、

今後、地域を住みよく豊かにするための鍵である。 

よって私たちは、市、市民及び事業者が一丸となり男女共同参画社会の実現に向けて取り

組むことを決意し、この条例を制定する。 

 

第1章 総則 

(目的) 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、大野市(以下「市」と

いう。)、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を

定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会を実現

することを目的とする。 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると
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ころによる。 

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあ

らゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済

的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 

(2) 市民 市内に居住する者、市内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は市内の学

校に在学する者をいう。 

(3) 事業者 営利又は非営利を問わず、市内において、事業を行う個人、法人その他の

団体をいう。 

(4) セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反した性的な性質の言動により、相手の

尊厳を傷つけ、又は不利益を与える行為をいう。 

(5) ドメスティック・バイオレンス 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関

係と同様の状態にある者を含む。以下同じ。)又は配偶者であった者等に、身体的又は

精神的な苦痛を与える暴力その他心身に有害な影響を及ぼすことをいう。 

(6) 積極的改善措置 第1号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な

範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

(基本理念) 

第３条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。 

(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受

けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること、その他の男女の

人権が尊重されることを旨として行われること。 

(2) 社会における制度又は慣行が、男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響

をできる限り中立なものとするよう配慮されること。 

(3) 市における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に、男女が共同して参

画する機会が確保されること。 

(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護そ

の他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、

当該活動以外の活動を行うことができるよう配慮されること。 

(5) 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有している

ことにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われるよう配慮され

ること。 

(6) 男女共同参画社会の形成に当たっては、男女が共に活動するあらゆる機会において、

互いに等しく責任を担わなければならないこと。 

(市の責務) 

第４条 市は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を

含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施しなければならない。 

２ 市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施するため、財政上

の措置その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 市は、男女共同参画の推進に関する施策の実施に当たっては、市民、事業者、国、他の

地方公共団体及び関係機関と連携して取り組まなければならない。 

(市民の責務) 
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第５条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分

野において、男女共同参画の推進に寄与するよう努めなければならない。 

２ 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければ

ならない。 

３ 市民は、個々の特徴及び特性について互いに理解を深め、社会のあらゆる分野において、

責任と役割を等しく分担するよう努めなければならない。 

４ 市民は、ドメスティック・バイオレンスを受けている者を発見した場合は、本人の意思

を確認し、必要に応じて関係機関に通報するよう努めなければならない。 

(事業者の責務) 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に男女が対等に参画するよう努める

とともに、勤労者の職場と家庭における活動の両立を支援するため、職場環境を整備する

よう努めなければならない。 

２ 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなけれ

ばならない。 

(性別による人権侵害の禁止) 

第７条 何人も、社会のあらゆる分野において、直接的又は間接的であるかを問わず、性別

による差別的取扱い及びセクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス等

個人の尊厳を傷つける嫌がらせや暴力を行ってはならない。 

(情報に関する留意) 

第８条 何人も、広く市民を対象とした広報、報道、広告等において、性別による差別的取

扱い及びセクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス等個人の尊厳を傷

つける嫌がらせや暴力を助長する表現その他過度の性的表現を行わないよう努めなけれ

ばならない。 

 

第2章 基本的施策 

(基本計画) 

第９条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、男

女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければな

らない。 

２ 市長は、基本計画の策定に当たっては、市民及び事業者の意見を反映するよう努めるも

のとする。 

３ 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。 

４ 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

(男女が対等に生きる意識づくりのための施策) 

第１０条 市は、男女が対等に生きる意識づくりを行うため、広報活動及び学習機会の提供

その他必要な措置を講ずるものとする。 

(個人の能力が適正に発揮できる環境づくりのための施策) 

第１１条 市は、個人の能力が適正に発揮できる環境づくりを行うため、家庭、労働、地域

活動、政策方針決定等の場において、個々の能力に即しながら、男女が等しく携われる環

境の整備その他必要な措置を講ずるものとする。 
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(男女が共に担う生活づくりのための施策) 

第１２条 市は、男女が共に担う生活づくりを行うため、育児及び介護の環境整備並びに安

心で安全な生活ができる環境整備その他必要な措置を講ずるものとする。 

(調査研究等) 

第１３条 市は、男女共同参画に関する施策を効果的に推進するため、男女共同参画に関す

る情報の収集、分析その他の調査研究を行うものとする。 

２ 市は、必要があると認めるときは、市民及び事業者に対し、男女共同参画の実態を把握

するため、その事業活動における男女共同参画の状況について報告を求めることができ

る。 

３ 市長は、前項の規定により把握した男女共同参画の状況を公表することができる。 

(相談及び苦情の処理) 

第１４条 市長は、性別による差別的取扱いその他男女共同参画の推進を阻害する行為に

関する相談窓口を設置し、市民又は事業者から相談があったときは、関係機関と連携して

適切な対応をするよう努めるものとする。 

２ 市長は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影

響を及ぼすと認められる施策について、市民又は事業者から苦情、意見その他の申出があ

ったときは、当該申出に対し適切な対応をするよう努めるものとする。 

 

第3章 推進体制 

(推進体制の整備) 

第１５条 市は、男女共同参画の推進に関する施策の策定及び実施に当たり、必要な体制の

整備に努めるものとする。 

第4章 雑則 

(委任) 

第１６条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

（以下省略） 
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９ 大野市男女共同参画推進委員会設置要綱 
 

（平成１２年６月１日告示第３７号） 
改 正  平 成１４ 年７月 １日告 示第７ ６号  

平 成１５ 年４月 １日告 示第３ ６号  
平 成１７ 年３月 ３１日 告示第 ５３号  

平 成１８ 年４月 １日告 示第７ ０号  
平 成１９ 年３月 ２８日 告示第 ５０号  
平 成２２ 年３月 ３１日 告示第 ７４号  
平 成２５ 年３月 ２６日 告示第 ４５号  
平 成２６ 年３月 ２５日 告示第 ４５号  
令 和元年 １０月 ８日告 示第１ ９１号  

                     令 和 ３年３ 月３１日 告示第 １９７ 号  

 

 （設置） 

第１条 大野市男女共同参画推進条例（平成１８年条例第５号）第１５条の

規定に基づき、男女共同参画の推進に関する施策を策定及び実施するた

め、大野市男女共同参画推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （協議事項） 

第２条 委員会は、次の事項について協議し、市長に提言する。 

 (1) 基本計画の策定に関すること。 

 (2) 基本計画の推進に関すること。 

 （委員） 

第３条 委員会は、委員１４人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者の中から、市長が委嘱する。 

 (1) 学識経験を有する者 

 (2) 関係団体の代表者 

 (3) 関係行政機関の職員 

 (4) 前３号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長１人及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が

欠けたときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会は、市長が招集し、委員長が議長となる。 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、行政経営部総務課において行う。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

（以下省略） 
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